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庄内川の工事で伐採をした樹木を採取する企業・団体を公募します！ 

～公募型樹木採取の実施～ 

 ※今回の樹木採取は、河川管理者発注の工事で発生した樹木を仮置き場に集積したものを、河川法第

25 条（土石等の採取の許可）により、企業・団体を対象とした樹木採取者による採取を許可し、資

源として活用して頂くものです。 

 

１．公募期間 令和７年４月９日（水）～令和７年５月９日（金） 

 

 

２．採取時期 令和７年９月～令和７年１１月（※時期については予定です。） 

 

 

３．採取場所（仮置き場） 庄内川水系庄内川１６．２k 左岸高水敷（予定） 

 

 

４．その他 公募要領は、庄内川河川事務所 HP にて公開しています。 

      https://www.cbr.mlit.go.jp/shonai/cms/news/pdf/250409koubo.pdf 
 

５．配布先 

中部地方整備局記者クラブ、岐阜県政記者クラブ、多治見市政記者クラブ、恵那記者会 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

庄内川河川事務所では、河道の維持管理のため、定期的に河道内の樹木の伐採作業を

行っております。 

資源の有効活用や、伐採した樹木の処分費等のコスト縮減を図るため、令和７年度に

当事務所発注の工事で伐採した河道内樹木の採取を希望する企業及び団体を公募するこ

ととしましたので、お知らせします。 

【問い合わせ先】 

 庄内川河川事務所 副所長  山田
や ま だ

 哲士
て つ し

 

              管理課長  飯岡
いいおか
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ゆう

介
すけ

 

電 話 （０５２）９１４－６７１４ 

令 和 ７ 年 ４ 月 ９ 日 
国土交通省中部地方整備局 
庄 内 川 河 川 事 務 所 

 

 

 

 


